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1　はじめに

香港国家安全維持法は、中国全国人民代表大会常務委員会（以下、全人代常務委）が香港を対象
として制定し、2020 年 6 月 30 日香港時間午後 11 時から施行された。同法は、国家分裂、国家政
権転覆、テロ活動、外国との結託の 4 つを犯罪とする。

同法の曖昧な規定と広範な適用事例は、自由な社会を一変させた。施行から 1 年余りにおいて、
香港内部においては、著名な民主活動家達の相次ぐ逮捕・起訴・指名手配・亡命、香港の民主派新
聞『アップル・デイリー』創業者黎智英（ジミー・ライ）らの逮捕・起訴、同紙廃刊などが生じた。
国際社会においては、米中対立を加速させ、アメリカ香港自治法の制定、アメリカによる香港行政
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長官ら香港の自治を抑制した人物への経済制裁、中国とイギリス、オーストラリア、カナダ、EU

などとの人権をめぐる激しい非難の応酬、ファイブ・アイズ諸国を中心とした諸外国と香港との犯
罪人引渡条約の停止、イギリスの香港人向け新規ビザの創設などが生じている。「ごく少数」がター
ゲットと中国政府と香港政府が繰り返し主張してきた同法は、この他にも、教育からメディア、企
業まで、また外国人への域外適用も規定されるなど、幅広い影響を及ぼし続けている。
「一国二制度」を規定する「憲法」である香港基本法の保障によって、香港では、イギリス統治

時代に中国大陸とは隔離された状態で発展した、西洋型の政治・経済・社会システムが維持されて
きた。むろん法律も例外ではない。香港法は、返還後もイギリス植民地由来のコモン・ロー（英米
法）系に属している。このため、返還後も香港法は、中国法からは「自己完結したコモン・ロー系
1」として、中国法よりもむしろイギリスやカナダの判例、国際人権法、ヨーロッパ人権裁判所の
判例といった比較法を積極的に受容し、法体系を確立してきた。返還以来、香港法はコモン・ロー
適用諸国とともにとどまることなく発展を続けてきたのである。

しかし、2019 年の逃亡犯条例改正案反対運動にともなう大規模な抗議活動を契機に発生した香
港のガバナンス危機への対応として、中国が制定した香港国家安全維持法は、「中国政府の国家と
主権を強調する新たな物語 2」として、「香港法と香港基本法の幅広い局面を再構築 3」し、そして、

「暗黙の憲法改正 4」となって、香港基本法およびそれが保障する香港のコモン・ロー体系に大きな
風穴を空けている。
【表 1】は、施行からの香港国家安全維持法の適用事例を示している。香港大学元教授・ウィル

ソン・センター研究員マイケル・デイビスが指摘するように、同法実施の結果、「香港の政治的に
反対を表明するほぼ全ての人々が訴訟中であるか刑務所に収監されている 5」。また、「現在までの
大部分の香港国家安全維持法違反事件が、言論に関係している 6」との指摘の通り、適用範囲は広い。

【表 1】香港国家安全維持法の適用事例 (2020 年 6月 30日～ 2022 年 1月 24日 )
年月日 逮捕 /指名手配他 対象者（括弧内は逮捕・指名手配時年齢） 内容 罪状（該当条文）

2020 年
7 月 1 日

逮捕 唐英傑（23）ら 10 人（☆ 7 月 3 日唐英傑
のみ起訴）

デモにおいて「光復香港　時代革命」の文言
が記された旗を所持、また同旗をたてたオー
トバイで警官隊に衝突し軽傷を負わせるなど

国家分裂扇動罪（21 条）、テ
ロ活動罪（23 条）
（＊ 2021 年 7 月 27 日第一審
裁判所で有罪判決、7 月 30
日量刑言い渡し、禁錮 9 年。
※ 2022 年 1 月 13 日、控訴取
下げ。）

7月 21 日 逮捕 民主派区議会議員周偉雄 元朗白シャツ軍団襲撃事件 1 周年に際して、
「光復香港　時代革命」などの文言が記載され
た紙を所持

国家分裂扇動罪（21 条）

7月 29 日 逮捕 独立派団体「学生動源（Studentlocalism)」
元代表鍾翰林（トニー・チュン）（19) ら 4
人

Facebook 上で「香港共和国」の設立を目指す
など、中国からの「分裂を扇動した」疑い

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）

7月 31 日 指名手配 民主活動家羅冠聰（ネイサン・ロー）（28）
（在イギリス）、元香港イギリス領事館職員
鄭文傑（サイモン・チェン）（29）（在イギ
リス）、アメリカ市民朱牧民（サミュエル・
チュー）（42）（在アメリカ）、黄台仰（レ
イ・ウォン）（27）、劉康（ラウ・ホン）（19）、
陳家駒（ウェイン・チャン）（30）

国家分裂を扇動し、外国と結託し国家安全に
危害を加えた疑い（詳細不明）

国家分裂扇動罪（21 条）、外
国との結託罪（29 条）
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8 月 10 日 逮捕・指名手配 『アップル・デイリー』創業者黎智英（ジ
ミー・ライ）(71）（☆ 12 月起訴）、黎智英
の息子 2人、黎智英のアメリカ人側近マー
ク・サイモン、民主活動家周庭（アグネス・
チョウ）（23)、李宇軒（アンディー・リー）
（☆ 3月 24 日起訴）ら 10 人

マネーロンダリングなど（詳細不明） 外国との結託罪（29 条）

8月 11 日 指名手配 朱牧民（サミュエル・チュー）（42）（2 回
目）、劉祖迪（26）（在イギリス）

7月 31 日に同じ 国家分裂扇動罪（21 条）、外
国との結託罪（29 条）

9月 22 日 逮捕 馬俊文（30） 商業施設において「光復香港　時代革命」、「香
港独立」などのスローガンを唱えた

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂罪扇動罪（21 条）

9月 24 日 逮捕 香港理工大学学生呂世瑜（23）（☆起訴）、
呂世瑜の母親（49）

インターネット上で香港独立、反共、勇武な
どの内容の声明を発表

国家分裂扇動罪（21 条）

10 月 15 日 逮捕 馬俊文（30） 商業施設において「香港独立」のスローガン
を唱えた

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）

10 月 21 日 逮捕 馬俊文（30） 同上 国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）

10 月 27 日 逮捕 鍾翰林（トニー・チュン）（19)、ヤニス・ホー
(17)、ウィリアム・チャン（21）（☆同日、
鍾翰林のみ起訴）

7月 29 日の逮捕以降も、政権転覆を扇動する
投稿を含むFacebook を管理した

国家分裂扇動罪（21 条）
（＊ 2021 年 11 月 23 日、地区
法院で有罪判決、禁固 3年 7
カ月、うち、組織的および重
大犯罪条例 25 条（1）、（3）
違反での禁固も含む。）

10 月 28 日 逮捕 馬俊文（30） 警察署の外で、鍾翰林を応援する目的で「香
港独立」のスローガンを所持

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）

11 月 4 日 逮捕 馬俊文（30） 「光復香港　時代革命」、「香港独立」などのス
ローガンを唱えた

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）

11 月 21 日 逮捕 ラジオ番組司会者尹耀昇 (52)（☆起訴）、
尹耀昇の妻曾碧雲、尹耀昇のアシスタント
利寶麗（51）（☆起訴）

台湾に逃れたデモ参加者のために資金調達を
行った

国家分裂金銭援助罪（21 条）

11 月 22 日 逮捕 馬俊文（30）（☆起訴） 商業施設において「香港独立」などのスロー
ガンを唱えた

国家分裂罪（20 条）、国家分
裂扇動罪（21 条）（※ 2021
年 10 月 25 日、地区法院で有
罪判決、11 月 11 日、量刑言
い渡し、禁固 5年 9カ月。）

12 月 7 日 逮捕 陳易舜（24）ら 8人 香港中文大学卒業式において「光復香港　時
代革命」などのスローガンを唱えた

国家分裂扇動罪（21 条）

12 月 27 日 指名手配 前立法会議員許智峯（テッド・ホイ）（38）
ら、梁頌恒（34）ら（一部の指名手配者の
詳細は不明）

国家分裂を扇動し、外国と結託し国家安全に
危害を加えた疑い

国家分裂扇動罪（21 条）、外
国との結託罪（29 条）

2021 年
1 月 6 日

逮捕 元香港大学准教授戴耀廷（ベニー・タイ）
（56）、元立法会議員區諾軒（33）、岑子杰（ジ
ミー・シャム）ら 55 人（☆ 47 人起訴）

2020 年 9 月実施予定の立法会選挙において、
民主派が過半数を獲得するための立候補者調
整として同年 7月に予備選挙を実施した

国家政権転覆共謀罪（22 条）

1月 7日 逮捕 民主活動家黄之鋒（ジョシュア・ウォン）
（24）ら 2人（☆起訴）

同上 国家政権転覆罪（22 条）

1月上旬 インターネット
アクセスの遮断

香港ブロードバンドネットワーク（香港の
大手通信会社）

香港警察が、ウェブサイト「HKClonicles」（2019
年の逃亡犯条例改正案反対抗議活動に関する
情報を掲載）へのアクセスを無効にするよう
要請した

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 4
（警察の情報削除要請権限）

1月 29 日 逮捕 3人 2020 年 11 月 21 日尹耀昇らの逮捕に関連 国家分裂金銭援助罪（21 条）

2月 4日 教育局の通達 香港の学校 国家安全の維持に関する学校運営と教育に関
するガイドライン、国家安全教育カリキュラ
ムにおける実施手段及び学習・教育教材の詳
細について

学校などに対する宣伝、指導、
監督および管理（9 条）、学
校などに対する国家安全教育
の展開（10 条）

2月 5日 陪審員除外の証
明書発行

唐英傑 テレサ・チェン司法長官が、唐英傑の裁判で、
陪審員を除外するよう指示する証明書を発行
した

陪審員の除外（46 条）

2月 17 日 逮捕 パラリーガル陳梓華（29）（☆起訴） 黎智英らとともに、李宇軒らの台湾亡命を幇
助し、中国と香港に対する制裁を外国政府に
要請した

外国との結託罪（29 条）、外
国との通謀罪（30 条）

2月 19 日 逮捕 香港中文大学学生（19） 2020 年 11 月の香港中文大学で行われたデモ
参加に関して再逮捕

国家分裂扇動罪（21 条）

3月 2日 逮捕 ネクスト・デジタル前常務取締役丁家裕
（61）

2020 年 8 月 10 日の黎智英逮捕に関連して 外国との結託罪（29 条）

4月 30 日 逮捕 男性（28）、女性（22） 2020 年 9 月 24 日の呂世瑜逮捕に関連して 国家分裂扇動罪（21 条）
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5 月 2 日 逮捕 中学生ら 5人 ソーシャルメディア上に、転覆にあたるコメ
ントを発表および自宅に香港独立に関するス
ローガンが記載された横断幕などを所持した

国家分裂扇動罪（21 条）、国
家政権転覆罪（22 条）

5月 14 日 財産差押 黎智英 保安局長が、「犯罪に関連する財産」として、
黎智英の資産約 5億香港ドルの差押（銀行口
座預金およびネクスト・デジタル社株）を書
面で通知した

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 3
（司法省長官、保安局局長お
よび警察官の財産凍結、没収
などの権限）

5月 24 日 ウェブサイトの
遮断要請

Wix（イスラエルのウェブ運営会社） 香港警察が、2021 年 3 月に発表された羅冠聡
ら海外に逃れた香港民主派が作成した「2021
香港憲章」の閉鎖を要請した

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 4
（警察の情報削除要請権限）

6月 6日 逮捕 女性（47）、男性（17）（☆二人とも起訴） 香港独立を呼びかけるチラシを作製 国家安全を脅かす犯罪の防
止、抑止および懲罰（42 条）

6月 11 日 映画検閲 香港で公開される映画 映画検閲条例の改正ガイドラインに、国家分
裂、転覆、テロ、外国との結託を支持や扇動、
美化するなどの映画の不許可が記載

権利行使および自由の制限（2
条）、国家安全を脅かす行為・
活動の防止など（3 条）、国
家安全を脅かす行為・活動へ
の従事の禁止（6条）

6月 17 日 逮捕 『アップル・デイリー』編集局長羅偉光（ラ
イアン・ロー）（47）ら幹部 5人（☆羅偉光、	
張剣虹の 2人が起訴）（☆ 7月 21 日、陳沛
敏（51）前副社長起訴）

2019 年以降に発表された 30 本以上の記事に
おいて、香港と中国への制裁を外国に呼び掛
けた疑い

外国との結託罪（29 条）

6月 18 日 起訴
財産差押

『アップル・デイリー』関連 3 社（Apple	
Daily	Co.	Ltd.,	Apple	Daily	Printing	Co.	
Ltd.,	Apple	Internet	Co.	Ltd.）（☆全て起訴）

同上
『アップル・デイリー』と関連会社の資産のう
ち計 1800 万香港ドル相当を凍結

外国との結託罪（29 条）、警
察権限の強化（43 条）にも
とづく実施細則附属文書 3
（司法省長官、保安局局長お
よび警察官の財産凍結、没収
などの権限）

6月 23 日 逮捕 『アップル・デイリー』の社説を執筆する
主筆楊清奇（55）( ☆ 7 月 21 日、起訴 )

同上（記事において香港と中国への制裁を外
国に呼びかけた疑い）

外国との結託罪（29 条）

6月 26 日 逮捕 『アップル・デイリー』主筆および英文版
『アップル・デイリー』の執行編集長馮偉
光（57）（☆ 7月 21 日、起訴）

同上 外国との結託罪（29 条）

7月 5日 逮捕 香港バプテスト大学職員とその中学校職員
の妻および中学生ら「光城者（Returning	
Valiant）」のメンバー男女 9 人（☆うち、
6人が起訴）

繁華街、裁判所および海底トンネルなど交通
網を爆破するテロ計画を準備した

テロ活動罪（23 条）

7月 12 日 逮捕 男子生徒（15、19）2 人、建設作業員（28）、
不動産関係者（37）、女子高校生（17）の
男女 5人

7月 5日の逮捕に関連して テロ活動罪（23 条）

7月 16 日 捜査 香港大学学生会およびキャンパスメディア
の事務所

7 月 1 日に警察官（28）を刺した後自殺した
男性（50）に、7 月 7 日、香港大学学生会が
32 人の出席者のうち 30 人の多数で動議を可
決し、犠牲への感謝と深い悲しみを表明し、
テロ活動を宣揚・扇動した疑い

テロ活動の宣揚・扇動（27 条）

7月 21 日 逮捕 『アップル・デイリー』元執行編集長林文
宗（51）（☆起訴）	

6 月 17 日に同じ 外国との結託罪（29 条）

8月 18 日 逮捕 香港大学学生会会長郭永皓（チャールズ・
コック）（20）、張敬生（キンソン・チェ
ン）（19）、杜林丞亨（クリス・トドロフス
キ）（18）、容頌禧（アンソニー・ユン）（19）
の 4人（☆全員起訴）

7月 16 日に同じ テロ活動の宣揚・扇動（27 条）

8月 25 日 情報開示請求 香港市民支援愛国民主運動連合会（支連会）
の幹部 12 人

香港警察から、メンバーリスト、財務報告書
および活動情報などの情報提供を要求する手
紙が送付された

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書
5（保安局局長および警察長
官の外国または台湾の政治組
織・代理人に情報提供を要請
する権限）

8月 25 日 情報開示請求 中 国 維 権 律 師 関 注 組（China	Human	
Rights	Lawyers	Concern	Group）（香港の
NPO）

香港警察から、関連情報（詳細不明）の提供
を要求する手紙が送付された

警察権限の強化（43 条）に
基づく実施細則附属文書 5
（保安局局長および警察長官
の外国または台湾の政治組
織・代理人に情報提供を要請
する権限）

9月 1日 情報開示
請求

612 人道支援基金、真普選連盟の管財人ら
10 人以上

裁判所命令にもとづいて、寄付者や使途の情
報などの情報提供が求められた

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 7
（警察官の情報提供および資
料作成を要請する権限）
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9 月 8 日 逮捕 支連会副主席鄒幸彤（36）ら幹部 4人 8 月 25 日の情報開示請求を拒否し、香港警察
に情報を提供しなかったため

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書
5（保安局局長および警察長
官の外国または台湾の政治組
織・代理人に情報提供を要請
する権限）

9月 9日 逮捕 支連会幹部徐漢光（72） 同上 警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書
5（保安局局長および警察長
官の外国または台湾の政治組
織・代理人に情報提供を要請
する権限）

9月 9日 逮捕 支連会および同主席李卓人、副主席何俊仁
（アルバート・ホー）、同鄒幸彤ら幹部 3人
（☆全員起訴）

中国憲法によって確立された中国の根本制度
を打倒し、破壊することなどを提唱し、これ
を他人に扇動した疑い

国家政権転覆扇動罪（23 条）

9月 9日 資産凍結、押収 支連会が保有する資産（約 220 万香港ドル）
の凍結、「六四博物館」のロゴやパソコン、
宣伝文書などの押収

同上 警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書３
（司法省長官、保安局局長お
よび警察官の財産凍結、没収
などの権限）

9月 10 日 要請 支 連 会 の ウ ェ ブ サ イ ト、Facebook、
Instagram、YouTube チャンネル、ツイッ
ターアカウント

香港警察が特定のメッセージの削除を要請し
た（9月 16 日に閉鎖）

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 4
（警察の情報削除要請権限）

9月 15 日 事業凍結 ネクスト・デジタルの子会社、アップル・
デイリー・プリンティング

クリス・タン保安局局長が、香港国家安全維
持法犯罪に関連する資産であるため、事業凍
結を命令した

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 3
（司法省長官、保安局局長お
よび警察官の財産凍結、没収
などの権限）

9月 20 日 逮捕・指名手配 学生団体「賢學思政（Student	Politicism）」
代表の王逸戰（20）、秘書長の陳枳森（20）
ら学生 3人（☆全員起訴）、黃沅琳（アリス・
ウォン）（19）を指名手配

路上のブースやソーシャルメディアを通じて、
2019 年 6 月 12 日の抗議活動 2 周年を記念す
るイベントに参加するなどを呼びかけ、また
刑務所の同じ立場の受刑者にM＆Mチョコ
レートなどの物資を差し入れたり、政府のコ
ロナ追跡アプリを使用しないように人々に促
したりなどしたため、中国の基本制度を打倒
したり弱体化させる行為を扇動したり、「中国
の中央権力または香港権力を弱体化させる行
為を扇動した疑い

国家政権転覆扇動罪（23 条）

9月 21 日 逮捕 「賢學思政」スポークスウーマン黃沅琳（ア
リス・ウォン）（19）（☆起訴）

同上 国家政権転覆扇動罪（23 条）

9月 28 日 逮捕 「光城者（Returning	Valiant）」	に所属する
女子生徒（15）、阮嘉謙（16）、梁瀜允（16）、
蔣周政儒	(16)、郭文希	(18)	、店主の蔡永傑（	
(20)、販売員の陳右津	(25) の 7 人（☆全員
起訴）

2021 年 1 月 10 日から 5 月 6 日の間に、中国
および香港政府の転覆を扇動した疑い

国家政権転覆共謀罪（23 条）

9月 29 日 資産凍結 支連会が保有する資産全て（「六四記念館」
を含む）を凍結

9月 9日に同じ 警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書３
（司法省長官、保安局局長お
よび警察官の財産凍結、没収
などの権限）

10 月 27 日 映画検閲 香港において公開される映画 立法会が「映画検閲（改正）条例案 2021」
（Film	Censorship(Amendment）Bill	 2021）
を可決、「映画検閲（改正）条例 2021（Film	
Censorship(Amendment)Bill	 2021,	Cap.392）
が施行された
映画検閲官が国家安全違反である映画の上映
を禁止、無許可上映の場合、最大で懲役 3年、
罰金 100 万香港ドル

権利行使および自由の制限（2
条）、国家安全を脅かす行為・
活動の防止など（3 条）、国
家安全を脅かす行為・活動へ
の従事の禁止（6条）

12 月 29 日 捜査 民主派オンライン新聞『立場新聞（Stand	
News）』

香港警察が、『立場新聞』を捜査し、関連資料
を押収した

警察権限の強化（43 条）に
もとづく実施細則附属文書 1
（警察の証拠捜査権限）

（出所）筆者作成。
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香港国家安全維持法の施行時には、広く香港内外で研究や報道が行われた。しかし、施行直後の
ため、判例がなく、条文の整理といった平面的な分析にとどまっている。香港国家安全維持法制定
直後には、条文分析が各国で相次いだ。たとえば、アメリカではスーザン・ローレンスらの研究 7

が早く、香港では、香港大学法学部元学部長かつ著名な民主派弁護士の陳文敏（ジョハネス・チャ
ン）8、同元法学部長で代表的な親中派法学者の陳弘毅（アルバート・チャン）9 他、現在の同法学
部長で中国大陸出身の民主派法学者の傳華伶 10 らの研究がある。その他に、日本だけでも、枚挙
に暇がない 11。

しかし、施行後の運用を適用事例・判例分析から踏まえた研究成果は限定的である。中国では、
北京大学法学院教授・全人代常務委香港基本法委員会委員の饒戈平の研究 12 などがあるが、中国
の香港法研究は判例分析を欠く。香港では香港大学法学部研究員の朱含の研究 13 や同准教授陳秀
慧（コーラ・チャン）の研究 14、アメリカではマイケル・デイビスの研究 15 があるが、急速に裁判
例が累積し、香港国家安全維持法の全容が確定していくなかで、いずれも最新の判例には対応でき
ていない。国内では筆者の共編著 16 の各論文が唯一判例にも言及しているが、校了の関係で、2021

年 2 月上旬までしか追えていない。このため、2021 年 2 月上旬以降の適用事例・判例を分析する
必要性を感じた。

施行後 1 年強の判例の蓄積は、同法の正確な全容を浮かび上がらせつつある。本稿では、香港国
家安全維持法の主な条文および問題点を、条文の整理に留まらず、施行後の運用、判例を掘り下げ
ることで、立体的に明らかにすることを目的とする。次節の構成は以下の通りである。（1）香港国
家安全維持法の目的、（2）基本的人権保障の規定、（3）メディア・企業への影響、（4）香港基本法
23 条との関係、（5）国家安全維持委員会、警察・司法省の国家安全維持部門、（6）4 つの犯罪、（7）
域外管轄権・遡及効、（8）警察の捜査権限、（9）刑事裁判の変更点、（10）国家安全維持公署、（11）
優越的地位。なお、判例、事例は、前編においては 2021 年 12 月 14 日までを分析対象としている（【表
1】については、2022 年 1 月 24 日まで。）。

2　香港国家安全維持法の主な条文および問題点

本節では、香港国家安全維持法の主な条文およびその問題点を、施行後の運用、判例を踏まえて、
明らかにする。【表 2】は香港国家安全維持法の構成を示している。香港国家安全維持法は 6 章 66

カ条から構成される。
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【表 2】香港国家安全維持法の構成

第 1 章　総則（1 ～ 6 条）
第 2 章　香港特別行政区における国家安全維持の職責および機構
　　　第 1 節　職責（7 ～ 11 条）
　　　第 2 節　機構（12 ～ 19 条）
第 3 章　犯罪行為および処罰
　　　第 1 節　国家分裂罪（20 ～ 21 条）
　　　第 2 節　国家政権転覆罪（22 ～ 23 条）
　　　第 3 節　テロ活動罪（24 ～ 28 条）
　　　第 4 節　外国または大陸外勢力との結託による国家安全危害罪（29 ～ 30 条）
　　　第 5 節　その他の処罰規定（31 ～ 35 条）
　　　第 6 節　効力範囲（36 ～ 39 条）
第 4 章　事件の管轄、法律の適用および手続（40 ～ 47 条）
第 5 章　中央人民政府が香港特別行政区に駐留する国家安全維持機構（48 ～ 61 条）
第 6 章　附則（62 ～ 66 条）

（1）香港国家安全維持法の目的

香港国家安全維持法は、国家安全を維持し、4 つの犯罪（国家分裂、国家政権転覆、テロ活動、
そして外国あるいは大陸外 17 の勢力と結託して国家安全に危害を与える犯罪）の防止、制止およ
び処罰を目的とする（1 条）。

（2）基本的人権保障の規定

総則には、意外にも基本的人権の保障が規定される。すなわち、4 条で、香港基本法、自由権規
約（市民的及び政治的権利に関する国際規約）および社会権規約（経済的社会的及び文化的権利に
関する国際規約）が保障する、言論・報道・出版の自由、結社・集会・行進・デモの自由を含む、
権利と自由が保護されることが明記される。さらに、法治原則、罪刑法定主義、無罪推定、弁護権
などの香港法でも保障される訴訟上の権利、一事不再理の原則の保障が明記されているのである（5

条）。
しかし、香港基本法と香港国家安全維持法には矛盾する規定が多い。たとえば、香港の法廷弁護

士 18 の団体であるバリスタ協会の指摘がある 19。
では、香港国家安全維持法は、香港基本法の違憲審査の対象になるのだろうか。
まず、香港国家安全維持法は、香港法が同法と矛盾する場合には、同法が適用される（62 条）と、

同法の優先適用を規定している。しかし、この条文からは、香港基本法との関係は明らかでない。
次に、香港国家安全維持法施行前後より、親中派重鎮の香港基本法委員会副委員長・全人代香港

代表の譚惠珠（マリア・タム）らが「香港法院は全国性法律の違憲審査を行えない」20 などと発言
し、また裁判で政府側も同様の見解を主張するなど 21 、全人代常務委の制定した同法は、違憲審
査の対象となり得ないとの主張が、親中派・政府側には根強かった。
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ついに、2021 年 2 月、黎智英の保釈をめぐる判断で、香港国家安全維持法は、香港基本法およ
び自由権規約違反に問えない、すなわち違憲審査ができない、との判断が終審法院において確定し
た 22。終審法院は、全人代・全人代常務委における香港国家安全維持法の制定過程を詳しく述べた
のち、全人代・全人代常務委の立法行為であるため、同法は、香港において違憲審査の対象になら
ないと述べた。しかし、こう捉えると、上述した香港国家安全維持法が規定する基本的人権の保障
の実効性には大きな疑問が残る 23。

（3）メディア・企業への影響

①メディア
9 条は、メディアなどに対する香港政府の宣伝、指導、監督および管理の強化を規定している。
香港国家安全維持法施行 1 年足らずで、『アップル・デイリー』は、廃刊することになった。外

国との結託（29 条）容疑で、黎智英ばかりか、編集局長ら幹部が逮捕・起訴され、43 条の警察権
限強化のための実施細則にもとづいて、ネクストデジタルの株式および関連 3 社と黎智英の銀行口
座が凍結された 24。編集局長らの逮捕容疑は、2019 年以降に 30 本以上の記事において、中国・香
港への制裁を外国に求めたこととされた。この結果、特定の記事が、香港国家安全維持法違反とみ
なされ、執筆者が逮捕される可能性があり、また同法施行以前の記事も対象になることがわかった。
また、警察は具体的にどの記事が逮捕につながったのか、明らかにしていない。

陳文敏は、警察が逮捕の「不明確な」根拠を挙げたことから、香港のメディア間で自己検閲の増
加につながる懸念を高めたと指摘する 25。また、香港ジャーナリスト協会会長楊健興（クリス・ヨ
ン）は「メディアに対する萎縮効果」ばかりか、「マスコミは取材メモの安全を保証できない」恐
れがあり、今後「人々は、マスコミへの情報提供を控えるだろう」と批判している 26。
『アップル・デイリー』廃刊の直後には、民主派の香港ネットメディア『立場新聞』が、香港国

家安全維持法違反での捜査を恐れ、2021 年 5 月以前に掲載したブログや読者からの投稿などの評
論を当面の間すべて削除すると発表し、自主的に文章の削除を始めた 27。
②企業

31 条は、企業などの犯罪には罰金刑が言い渡され、営業の一時停止、許可書・営業許可書の取
り消しが行われることを規定している。31 条にもとづく事例はまだないが、これまでに、企業を
対象とした措置としては、43 条の警察権限強化のための実施細則にもとづいて、香港内外の企業
への特定ウェブサイトへのアクセスの遮断要請や、財産差押が行われている。

2021 年 7 月、アメリカ国務省・商務省・国土安全保障省・財務省は連名で、「香港におけるビジ
ネスリスクの考慮事項」とするアドバイザリー文書を発表している。そこでは、香港国家安全維持
法の施行によって香港法や規制が変更されたため、以下の 4 つのリスクが高まっており、香港でビ
ジネスを行う企業や個人に悪影響を及ぼす可能性が指摘されている。（ⅰ）データプライバシーに
関するリスク、（ⅱ）情報の透明性とアクセスに対するリスク、（ⅲ）アメリカが制裁発動した個人
や団体と関係を持つことでアメリカ法にもとづく処罰が科されるリスク、（ⅳ）アメリカなどの制
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裁を遵守する企業に対する中国の報復リスク 28。

（4）香港基本法 23 条との関係

香港基本法 23 条は、香港が国家安全に関する法律を「自ら制定」しなければならないと規定す
る（23 条立法）。そして、23 条立法が、香港社会の長年の反発から制定できなかったことに、香港
国家安全維持法制定の遠因がある。

23 条立法は、①反逆、②国家分裂、③反乱扇動、④中央人民政府転覆、⑤国家機密窃取、⑥外
国の政治的組織または団体の香港特別行政区における政治活動、⑦香港特別行政区の政治的組織ま
たは団体の外国の政治的組織または団体との関係樹立、の 7 つの犯罪を対象とする。香港国家安全
維持法と重複する犯罪は、分裂、転覆の 2 つである。

香港国家安全維持法の犯罪は、規定が曖昧で射程が広いため、香港の国家安全すべての分野を実
質的にカバーしているように見える。しかし、7 条は、「香港基本法に定める国家安全を保護する
ための法律をできるだけ早期に成立させ」なければならないと定め、このため、23 条立法も、将
来制定されるものと見られる。この点、政府関係者の発言が相次ぎ、たとえば、2021 年 7 月に、
保安局局長は 23 条立法の進捗状況を質問されて、「本立法年度に必ずしも達成できないかもしれな
いが、できるだけ早く行う」と答えている 29。また、同月、北京での鄭若驊（テレサ・チェン ) 司
法長官と中国公安部部長趙克志との会談後、趙克志が「国家安全の保護に関する立法作業の改善に
おいて香港政府を支援」するとの声明を発表している。中国公安部は全人代常務委とともに香港国
家安全維持法の起草に緊密に協力していたことが報道されている 30。

（5）国家安全維持委員会、警察・司法省の国家安全維持部門

香港内には、国家安全維持委員会（以下、委員会）が新設された。委員会は、香港の国家安全維
持事務を担当し、国家安全維持に関する主要な責任を負い、中央政府の監督および問責を受ける（12

条）。委員会は、行政長官が議長を務め、行政長官司長、財務長官など主要閣僚を構成員とする（13

条）。委員会の活動情報は公開されず、決定は、司法審査の対象にならない（14 条）。委員会は中
央委員会政府から指名派遣される国家安全事務顧問を置き、同事務顧問は、委員会に出席し助言す
る（15 条）。また、委員会には、2021 年 3 月の香港選挙制度改革で新設された立候補者の資格審査
委員会に対して、警察の情報にもとづき不適格者を指摘する権限が与えられている。

こうして、行政長官を議長とし主要閣僚を構成メンバーに据え、かつ中央政府が指名派遣した国
家安全事務顧問が助言をする委員会の新設により、香港の国家安全問題に対する中国の存在感が
いっそう高まった。

とりわけ問題視されたのが、委員会の決定を司法審査から除外する規定である。林鄭月娥（キャ
リー・ラム）行政長官は、同法の規定により委員会の職務は秘密と主張するが、少なくとも裁判所
は委員会の権限踰越を判断し得るとの見解もあり 31、今後、裁判で争われた際の判断が注目される。

警察と司法省には国家安全維持部門が新設された（16 条、18 条）。香港国家安全維持法関係の事
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件は、この部門が捜査・起訴を担当する。また、後述するように、警察権限が大幅に強化された（43

条）。

（6）4 つの犯罪

香港国家安全維持法が規定する 4 つの犯罪（国家分裂罪、国家政権転覆罪、テロ活動罪、外国と
の結託罪）の規定に共通するのが、「曖昧な文言 32」である。以下、詳しく検討するように、条文
の射程は広く曖昧で、どこまでが犯罪に該当するのかは分かりにくい。国連特別報告者も、条文の
広い射程に懸念を表明している 33。さらに、マイケル・デイビスは、4 つの犯罪は、「国家安全に
対する差し迫った脅威を基本的人権制限の要件としている国際人権保障基準を遵守していない 34」
ことを批判している。以下、4 つの犯罪を検討する。

①国家分裂罪
20 条によると、国家の分裂、国家統一の破壊を目的とした以下の行為を、武力を用いたかどうか、

または武力をもって威嚇したかどうかを問わず、組織し、画策し、実施し、または実施に関与した
場合に、国家分裂罪になる。
（ⅰ）香港または中国のその他いずれかの一部を中国から分離させること
（ⅱ）香港または中国のその他いずれかの一部の法的地位を違法に変更すること
（ⅲ）香港または中国のその他いずれかの一部を外国の統治に移し帰属させること
刑罰は以下が規定される 35。主要な者あるいは情状が重大な者は、終身刑または 10 年以上の有

期懲役に、積極的に参加した者は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に、その他の参加者は、3 年以下
の有期懲役、拘置、労働センター送致、教育施設送致あるいは社会奉仕命令か感化院入院に処せら
れる。 

さらに、21 条は、国家分裂の扇動、ほう助、教唆、金銭などの援助について規定する。情状が
重い場合には、5 年以上 10 年以下の有期懲役に、軽微な場合には、5 年以下の有期懲役、拘置、労
働センター送致、教育施設送致あるいは社会奉仕命令か感化院入院に処せられる。 

特筆すべきは、この国家分裂罪と次に説明する国家政権転覆罪が暴力を伴わない表現をも、犯罪
とすることである。この点、国際的な批判が強い 36。

香港政府は香港国家安全維持法施行翌日に、「光復香港　時代革命（Liberate Hong Kong 

Revolution of our times）」などのスローガンの表示または所持は、独立支持の表現として、同法違
反とする声明を発表し 37、逮捕者が相次いだ。ただ、同法施行後も、スローガンは、天安門事件記
念日や『アップル・デイリー』最終発行日などに集まった香港住民から唱えられてはいる。

はたして、スローガンを唱えたり、所持することが違法になるのだろうか。2021 年 7 月 27 日には、
スローガンの違法性について、初めての司法判断が下された 38。この事件は、香港国家安全維持法
施行翌日に、「光復香港　時代革命」のスローガンが記載された旗をオートバイに立てて、3 人の
警察官に衝突し負傷させた元飲食店従業員唐英傑が、国家分裂扇動罪とテロ活動罪で起訴されたも
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のである（唐英傑事件）。第一審裁判所で、スローガンは香港国家安全維持法違反と判断され 39、
スローガン所持に関して、禁固 6 年の重刑が下された 40。

唐英傑事件では、審理は、「光復香港　時代革命」の意味についてもっぱら費やされた。政府側
の専門家の嶺南大学副学長劉智鵬と被告人側の香港大学教授李詠怡（イライザ・リー）、香港中文
大学所長李立峯（フランシス・リー）が証言し、スローガンの解釈が 1 つしかないのか、つまり、
香港を「敵（中国）」の支配から回復または解放し、中国・香港政府を打倒することによって「時代」
に変化を引き起こすのか、それとも国家分裂を主張するかどうかははっきりせず、スローガンは別
の意味をも持つのかどうかが焦点となった。

裁判官は、スローガンが「旗を表示することの自然かつ合理的な効果として」、「（香港返還記念
日かつ香港国家安全維持法施行翌日という）事件の特定の状況において」、表示されたことは、国
家分裂罪のために他人を扇動することができると判断し、国家分裂扇動罪が認められた 41。

香港問題などに強硬な立場をとることで知られる北京航空航天大学准教授の田飛龍は、判決に賛
成し、国家分裂扇動は本質的に重大な犯罪であり、判決は社会全体にとって「教育的意義」を持っ
ていたと述べる 42。しかし、マイケル・デイビスは、裁判所が「抗議で旗を掲げただけ」で、抗議
した者に禁固 6 年を科すことは「明らかに過剰」であるとし、「将来、抗議者は、反対意見を表明
するために厳しい圧力を受けるだろう」43 と懸念を示した。

さらに、判決では、人権保障への言及がなかった点が注目された。香港では、自由権規約の域内
継続適用を規定した香港基本法 39 条ばかりか、香港国家安全維持法 4 条にも基本的人権保障の規
定がある。だが、判決では、人権保障には全く触れられていない。マイケル・デイビスは、「世界
的に、国家安全保障事件に言論の自由が関係する場合、人権に対して注意が払われることを考える
と異常だ」と批判する 44。

②国家政権転覆罪
22 条によると、武力、武力の威嚇使用またはその他の違法な手段によって、国家政権の転覆を

目的とした以下の行為を、組織し、画策し、実施し、または実施に関与した場合が、国家政権転覆
罪に当たる。
（ⅰ）中国憲法により確立された中国の基本制度を打倒し、破壊すること
（ⅱ）中央政権機関または香港政権機関を打倒すること
（ⅲ）中央政権機関または香港政権機関の法にもとづく職務の履行を著しく妨害し、阻害し、破

壊すること
（ⅳ）香港政権機関の職務履行場所およびその施設を攻撃し、破壊し、その正常の職務の履行を

不能にすること
刑罰は以下が規定される。主要な者または犯罪に重大な責任を負う者は、終身刑または 10 年以

上の有期懲役に、積極的に参加した者は、3 年以上 10 年以下の有期懲役に、その他の参加者は、3

年以下の有期懲役または拘置、労働センター送致、教育施設送致あるいは社会奉仕命令か感化院入
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院に処せられる。 

さらに、23 条は、国家政権転覆の扇動、協力、教唆、金銭などの援助を犯罪とする。 

国家政権転覆罪の射程も広い。たとえば、バリスタ協会副会長葉巧琦（アニタ・イップ）は「メ
ディアの厳しい批判や政府敷地外で住民が人間の鎖を形成することが国家政権転覆罪にあたるの
か」などと問題提起している 45。

2020 年 7 月に民主派が実施した予備選挙が、国家政権転覆罪に問われている。民主派は、同年 9

月に実施予定だった立法会選挙（コロナ渦を理由に延期）において過半数獲得を目指し、候補者を
調整するための予備選挙を行なった。だが、その目的が、過半数を獲得した立法会で予算案を否決
し、香港基本法 52 条 46 の規定にのっとって、行政長官を辞任に追い込むことなどであったため、
国家政権転覆罪に該当するとされた。2021 年 1 月に主催者ら 55 人が逮捕、その後、47 人が起訴さ
れ、公判を待っている。

予備選挙に対して、早くも実施段階で中国・香港政府が批判していた。たとえば、香港マカオ弁
公室スポークスマンは、「香港の選挙に対する違法な操作であり、香港基本法と香港国家安全維持
法に対する露骨な挑戦である」とし、主催者の一人、香港大学元准教授戴耀廷（ベニー・タイ）を

「外国勢力の政治的代理人」として、香港に「カラー革命を浸透させ、転覆活動の拠点に変えよう
としている」と批判していた 47。対して、戴耀廷は「国家政権転覆とするのはばかげている」、「香
港基本法の文言を無視している」などと反論していた 48。

結局、戴耀廷は逮捕・起訴された。マイケル・デイビスは、「彼（戴耀廷）は、世界中の民主主
義国家で認められ、一部では公的に支援さえされている行為によって、数年ぶりに刑務所に送られ
る可能性が高い。人権や民主主義のキャンペーンはそうした扱いを引き起こすものなのか」と疑問
を投げかける 49。

③テロ活動罪
24 条によると、政治的主張の実現を図るため、中央政府、香港政府もしくは国際組織を脅迫し、

または公衆を威嚇することによって、深刻な社会危害をもたらすまたはそれを企図する以下の行為
を組織し、画策し、実施し、参加し、または実施に関与した場合が、テロ活動罪に当たる。
（ⅰ）人に対する深刻な暴力
（ⅱ）毒害性、放射性、伝染病病原体などの物質を爆発させ、放火し、または投擲すること
（ⅲ）交通手段、交通施設、電気設備、ガス設備またはその他の可燃性可爆性設備を破壊するこ

と
（ⅳ）水道、電気、ガス、交通、通信、ネットワークなどの公共サービスおよび管理に係る電子

制御システムを著しく妨害し、破壊すること
（ⅴ）その他危険な方法をもって公衆の健康または安全を著しく脅かすこと
刑罰は以下が規定される。人に重傷を負わせ、死亡させ、または公私の財産に重大な損失を与え

た場合は、終身刑または 10 年以上の有期懲役に、その他の場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲
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役に処せられる。 

さらに、25 条は、テロ活動組織を組織し、指導した場合を、26 条は、テロ活動のほう助、準備を、
27 条は、テロリズムの宣揚、テロ活動の実施の扇動を規定する。

前述した唐英傑事件で、初めてテロ活動罪も認められた。事件では、被告人がオートバイで警察
の停止線を超えて、3 人の警官に衝突し軽傷を負わせた行為が、「香港の法と秩序の象徴である警
察に対する意図的な挑戦」で、「公共の安全を深刻に危険にさらす危険な活動」であり、「政治的目
的のために、住民を脅迫することを視野に入れにこれらの行為を行った」とされ、テロ活動罪が認
定された 50。しかし、マイケル・デイビスは、国際法においてテロリズムとは、「国民に大きな恐
怖を引き起こすという要素をともなうが、これは論点にならなかった」と問題点を指摘する。すな
わち、被告人は「大きな陰謀の一端を担いでいたわけではなく、単純に若気の至りから、抗議で注
目を集めようとした若者」にすぎなかった。今後はこうした若気の至りで取った行動が、重大なテ
ロにすり替えられ、起訴されることに懸念を示す 51。

2021 年 7 月 1 日には、豆乳で有名な香港飲料会社ビタソイ（維他奶）の従業員の男が繁華街で
警察官をナイフで刺し、直後に自殺する事件が発生した。男の自宅メモには、警察への憎悪や香港
国家安全維持法への反対などが記されていた 52。この事件に対し、香港大学学生会が、男に犠牲へ
の感謝と深い悲しみを表明する声明を発表したため、直後に同学生会が捜査の対象となり、会長ら
4 人がテロ活動の宣揚罪で逮捕・起訴、裁判を待っている。

④外国または大陸外勢力との結託による国家安全危害罪（外国との結託罪）
29 条によると、外国もしくは大陸外の機関、組織、人員のために、国家安全に関する国家機密

もしくは情報を、窃取し、スパイ活動を行い、買収し、不法に提供した場合、または、外国もしく
は大陸外の機構、組織、人員に請求し、外国もしくは大陸外の機構、組織、人員と通謀して実施し、
もしくは、外国もしくは大陸外の機構、組織、人員から指図、支配、資金援助もしくはその他の形
式による支援を直接的もしくは間接的に受けて、以下の行為のいずれかを実施した場合に、外国と
の結託罪に当たる。
（ⅰ）中国に対し戦争を発動し、または武力もしくは武力の威嚇により、中国の主権、統一およ

び領土の完全性に深刻な危害をもたらしたとき
（ⅱ）香港政府または中央政府が制定し、かつ執行する法律、政策に対し重大な妨害を行い、か

つ重大な結果をもたらす恐れがあるとき
（ⅲ）香港の選挙に対し操作、破壊を行い、かつ重大な結果をもたらす恐れがあるとき
（ⅳ）香港または中国に対し制裁、封鎖を行い、または敵対的行為をとったとき
（ⅴ）各種の違法な手段によって、香港住民の間に、中央政府または香港政府に対する憎悪を誘

発し、かつ重大な結果をもたらす恐れがあるとき
刑罰は、3 年以上 10 年以下の有期懲役であり、重大な罪を行った者は、終身刑または 10 年以上

の有期懲役に処せられる。 
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外国との結託罪は、周庭（アグネス・チョウ）、羅冠聰（ネイサン・ロー）や黎智英など、アメ
リカ、イギリス、日本などで精力的な活動を行なってきた民主活動家に適用されている。また『アッ
プル・デイリー』関連の事件では、香港と中国への制裁を外国に呼びかけた疑いで、全てこの外国
との結託罪が適用されている。

このほか、当初、29 条 4 項の「制裁」について、企業が、国際機関や諸外国政府の中国や香港
に対する制裁にしたがった場合に、該当するのではないかとの懸念があった 53 が、2021 年 6 月に
中国が施行した反外国制裁法が、今後、香港基本法附属文書 3 に列記されて香港法となれば、こう
した制裁への対応方法が明確になるものと思われる。

29 条 5 項の「憎悪」について、2020 年 7 月 1 日の北京での記者会見で、香港マカオ弁公室副所
長張暁明は、政府に対する社会全体の憎悪を引き起こす場合とは、「太子駅で死者が出たとして警
察に不満を向けた噂は、悪意から犯罪を構成する可能性がある」と 2019 年 8 月の太子駅襲撃事件
を例として挙げている 54。　

⑤刑罰
香港国家安全維持法は、香港法に初めて最低刑を導入した 55。刑罰は重く、マイケル・デイビス

が「過剰なあるいは異常な刑罰が科されるリスクは高い」と指摘するように 56、実際に、「光復香
港　時代革命」のスローガンが記載された旗の所持のみで、6 年の禁固刑が下されている。

なお、死刑は香港で廃止されているが、中国ではいまだに適用事例が多い。ただ、後述する国家
安全維持公署によって中国に移送された場合でも、中国刑事訴訟法が適用されるのは刑事手続のみ
で、死刑は適用されないと考えられている 57。
【以下、後編】
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